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報告事項件名 頁 

１ システム標準化に伴う区民への影響について ・・・・・・・・・・・・ ２ 

２ 任期付職員（債権支援担当係長）の採用について ・・・・・・・・・・ ４ 

３ マイナ保険証の利用登録解除の状況について ・・・・・・・・・・・・ ６ 

（区 民 部）



区 民 委 員 会 報 告 資 料
令和６年１２月６日 

件 名 システム標準化に伴う区民への影響について

所管部課名 
区民部課税課 

納税課、国民健康保険課、高齢医療・年金課 

内 容 

区民部で所管する各業務システムについて、令和７年度中に標準準拠シ

ステムに移行を予定している。移行に伴い区民へ影響があるものについて、

主なものを以下のとおり報告する。 

１ 保険料の延滞金・還付加算金 新規 標準装備 

保険料の延滞金の徴収および還付加算金の支払い機能が標準装備され

るため、令和８年度分保険料から運用を開始する。 

（１）対象システム

① 国民健康保険システム

② 後期高齢システム

２ eL-QR（※１）の印字 新規 区民サービス 

普通徴収の納付書・督促状・催告書に eL-QRを印字。eL-QRの読み取り 

によるキャッシュレス納付（※２）が可能となる。従来通り金融機関窓口

で現金による納付も可能である。 

※１ eL-QRとは、地方税の支払いのために利用する二次元コード（QRコ

ード）のこと。スマートフォンなどで読み取り可能。 

※２ キャッシュレス納付とは、クレジットカード、インターネットバン

キング、口座振替の方法で、現金を介さずに納付すること。

（１）対象システム

① 税システム

② 税滞納整理システム

３ 公金受取口座の活用 新規 区民サービス 

希望する区民に対して、マイナンバーカードと紐づけた公金受取口座へ 

還付金および各種給付金の振込を行う。 

（１）対象システム

① 税システム

② 国民健康保険システム

③ 後期高齢システム

４ 今後の方針 

（１）標準準拠システムへの移行に向け、引き続きスケジュールに沿って準 

備を進める。なお、保険料の延滞金・還付加算金については、システム 

の詳細が決まり次第、別途議会報告を行う。 

（２）プログラム仕様詳細が決定し次第、あだち広報や国保だより、長寿医

2



療だより、区ホームページを活用し、区民への周知を実施する。 

（３）令和８年度以降見込まれる事務量の増加へ円滑に対応するため、職員

の配置についても検討し、体制を整備していく。 
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区 民 委 員 会 報 告 資 料 

令和６年１２月６日 

件 名 任期付職員（債権支援担当係長）の採用について 

所管部課名 
区民部特別収納対策課 

総務部人事課 

内 容 

「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条第２項」

に基づき、「債権支援担当係長」の採用に向け募集を行う。 

１ 採用する必要性 

（１）更なる収納率向上及び未済額の圧縮を将来に渡って推進するためには、

非強制徴収債権※の新たな徴収体制の構築及び案件に応じた個別具体的な

指導・助言など、各債権所管課への積極的支援による人材育成が必要で

ある。 

（２）そのため、区の非強制徴収債権の審理等を行う新たな担当係長を配置

し、全庁で抱える非強制徴収債権の事案調査及び処理方針案の策定等の

事業を開始するために任期付職員の採用を行う。 

※ 非強制徴収債権とは、四公金（区民税・国民健康保険料など）をは

じめとする強制徴収債権とは異なり、学童保育室保護者負担金や育英

資金貸付金、介護給付費返還金など、区が強制徴収できない債権をい

う。

２ 登用する係長の主な役割 

（１）区が抱える非強制徴収債権の事案調査及び処理方針案の策定

（２）債権の収納対策に係る相談・支援に関すること

３ 採用の概要 

（１）採用予定職 区民部特別収納対策課債権支援担当係長

（２）任 期 令和７年８月１日から

令和１２年３月３１日(４年８か月） 

（３）採用人数 １名

（４）募集方法 公募

（５）受験資格

年齢を問わず、以下のア～カの条件をすべて満たしていること

ア 日本国籍を有していること

イ 現に足立区の常勤職員ではない者

ウ 地方公務員法等で選考を受けることができない者に該当しない

こと 

エ 国又は地方公共団体において債権の徴収に関する事務に１０年

以上従事した経験を有する者 

オ 国又は地方公共団体において係長職以上の経歴を１０年以上有

する者 
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カ 大学卒業後の事務又は技術の従事歴が１７年以上ある者（ただし、

短大２卒の場合は事務又は技術の従事歴が１９年以上、短大３卒の場合

は事務又は技術の従事歴が１８年以上、高卒の場合は事務又は技術の従

事歴が２１年以上とする）

（６）募集期間

令和６年１２月９日から令和７年１月９日まで

４ 今後の方針 

  あだち広報（１２月１０日号）、区ホームページにて募集記事を掲載、 

区民事務所、人事課窓口等にて募集案内を配付する。 
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区 民 委 員 会 報 告 資 料 

令和６年１２月６日 

件 名 マイナ保険証の利用登録解除の状況について

所管部課名 区民部国民健康保険課、高齢医療・年金課 

内 容 

令和６年１０月９日付厚労省通知「マイナ保険証の利用登録解除（※）の運

用について」に従い、マイナンバーカードと保険証との紐づけ解除申請受付

を開始したので、報告する。 

※ マイナ保険証の利用登録解除とは、マイナンバーに紐づけた健康保険証

の情報を本人の申請により解除すること。これまでは、利用登録解除の仕組 

みがなかった。 

１ 手続き内容 

内容 国民健康保険 後期高齢者医療制度 

申請先 

（加入保険者） 
国民健康保険課 高齢医療・年金課 

申請受付開始 令和６年１０月２９日 

申請受付数 

（１１月末現在） 
５４件  ４２件  

中間サーバーへの

解除申請者の情報

登録 

令和６年１１月以降

順次情報登録 

令和６年１２月以降

（予定） 

解除処理後の流れ

（※） 

マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申

込状況」画面へ反映 

マイナポータル上

の画面で確認でき

る時期 

処理後、１カ月から２カ月後の予定 

※ 申請者が有効な健康保険証または資格確認書を有していない場合は、

「資格確認書」を交付する。 

２ 今後の方針 

あだち広報１２月２５日号、区ホームページ、あだち国保だより及びあだ

ち長寿医療だよりに掲載し周知をする。 
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